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第
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す
る
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書
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者

日

吉
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国
民
健
康
保
険
法
第
二
十
七
条
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
保
法
第
二
十
七
条
（
組
合
会
の
議
決
事
項
）
で
は
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
組
合
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
第
五
号
に
は
具
体
的
に
「
予
算
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
組
合
の
負
担
と

な
る
べ
き
契
約
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

こ
の
、
国
保
法
第
二
十
七
条
第
五
号
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
予
算
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
」
と
は
、
予
め
予
算
書
に
事
業

計
画
が
有
り
支
出
を
予
定
し
て
い
る
も
の
を
指
す
の
か
。
回
答
を
求
め
る
。

二

同
じ
く
同
条
の
「
組
合
の
負
担
と
な
る
べ
き
契
約
」
と
は
、
事
前
に
予
算
書
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
事
業
の
支
出
に
伴
う

契
約
を
指
す
の
か
。
回
答
を
求
め
る
。

三

同
条
第
五
号
で
定
め
る
内
容
に
反
し
て
、
予
め
予
算
書
に
定
め
て
お
ら
ず
、
新
た
な
組
合
の
負
担
と
な
る
べ
き
契
約
（
総

額
一
千
万
円
を
超
え
る
）
を
事
前
に
組
合
会
の
議
決
を
経
な
い
で
実
行
し
た
場
合
は
、
国
保
法
第
二
十
七
条
違
反
に
該
当
す

る
か
。
明
確
な
回
答
を
求
め
る
。

四

国
保
法
第
二
十
七
条
第
五
号
に
違
反
す
る
事
を
行
っ
た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
処
罰
が
考
え
ら
れ
る
か
。
回
答
を
求
め
る
。

一



右
質
問
す
る
。

二


